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四国地方整備局営繕部 保全指導・監督室 

 

 

 

 

施設保全責任者が目視等での確認が必要になりますので、下記（５）の項目について点検をお願いしま

す。官公庁施設の建設等に関する法律（以下「官公法」という）により、各省各庁の長は所管する建築物等を

適正に保全しなければならないとされており、すべての国家機関の建築物等においては、「保全の基準」に

基づき「支障がない状態」に保全する必要があります。これは、建築基準法及び官公法に基づく「点検」とは

別の行為であり、安全性、耐久性、機能性等に支障がない状態に保全されていることを定期的に確かめるこ

とです。 

 

（５）確認項目等 

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施要領（別表）」によります。また、「支障が 

ない状態の確認」のパンフレットに掲載の「支障がない状態の確認用チェックリスト」を用い 

て一般的な事務庁舎における支障がない状態の確認を行うこともできます。 

（URL https:/www.mlit.go.jp/gobuild/content/001600033.pdf） 

もくじ 

１． 支障のない状態の確認をしましょう 

２． 階段に関する法定点検基準が変わりました 

３． 衛生環境の悪化、レジオネラ属菌に注意しましょう 

４． 冬場への備え、エアコン点検をしましょう 

１． 支障のない状態の確認をしましょう 

（URL https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html

 

施設保全責任者（確認の実施に必要となる資格はありません） 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001600033.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html
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【「支障がない状態の確認」のパンフレット】 

 
 

 

階段に関する法定点検（１２条点検）の内容が変わりましたのでご確認をお願いします。 

国土交通省では、令和３年４月に発生した住宅の屋外階段崩落事故を受け、「適切な維持管理の確保」

等の再発防止策を講ずることとしたところです。これに伴い、建築基準法、官公法の一部が改正され、以下

のとおり、階段各部の劣化及び損傷の状況に関する点検方法及び判断基準が追加されました。 

皆さんが管理されている庁舎の法定点検（１２条点検）内容について、改めてご確認をお願いします。 

 

 改正内容について 

  改正前 

点検項目 点検方法 判定基準 

階段各部の劣化及び損傷の状

況 

目視により確認する。 歩行上支障があるヒビ割れ、 

さび、腐食等があること。 

改正後 

点検項目 点検方法 判断基準 

階段各部の劣化及び損傷の状

況 

目視、触診、設計図書等により

確認する。 

モルタルの仕上げ材にひび割れ

があること、鋼材にさび又は腐食

があること、木材に腐朽、損傷ま

たは虫害があること、防水層に損

傷があること等により安全上支障

が生ずるおそれがあること又は

安全上支障が生じていること。 

国土交通省告示第千三百五十号：https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001473756.pdf 

２．階段に関する法定点検基準が変わりました 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001473756.pdf


- 3 - 

 
出典：木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集 （URL https://www.mlit.go.jp/common/001475870.pdf） 

 

 

 

今年６月から９月にかけて、宮城県で起きたレジオネラ症の集団発生は、近隣住民の方の感染も確認さ

れています。空調設備の冷却塔は、集団感染との因果関係は証明されていませんが、宮城県では安全を期

するため、冷却塔がある施設に対し、定期的な清掃など適正管理の徹底を呼びかけています。 

レジオネラ症は、レジオネラ属菌という細菌が原因で起こる感染症です。これまで、入浴施設で感染した例

がたびたび報告されています。レジオネラ属菌は水中や土壌中など自然界に広く存在する細菌です。このレ

ジオネラ属菌が、消毒されていない水や、入れ替わりの少ない水、水温 20℃～50℃前後の水に混入した

時、増殖するおそれがあると言われています。特に給水・給湯設備、冷却水、循環式浴槽、加湿器、などで

レジオネラ属菌が見つかっています。 

人事院規則 10-4 第 15 条<事務所衛生基準規則第９条の２>では、『冷却塔及び冷却水、加湿装置につい

て、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、１月以内ごとに１回、定期に、その汚れの状況を点検

し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、１月を超える期間使用しない冷却塔及び加湿装置

に係る当該使用しない期間においては、この限りではない。』となっておりますので、ご確認をお願いします。 

 

○冷却塔写真     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○冷却塔等、定期点検内容 

   ※パンフレット（国家機関の建築物等の点検）：https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001599776.pdf 

 

○関連厚労省 HP リンク先 

厚労省レジオネラ対策のページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html 

防水層の破損の事例 

３．衛生環境の悪化、レジオネラ属菌に注意しましょう 

 

冷却塔（開放式） 冷却塔（密閉式） 

https://www.mlit.go.jp/common/001475870.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001599776.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
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エアコンについて、点検が必要なものがあるのでご確認をお願いします。 

（１） フロン排出抑制法の概要 

フロン類を使用したエアコンは点検が必要です。フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）は化学的に安

定しており、人体に毒性が小さいことから、エアコンや冷蔵・冷凍庫の冷媒、スプレーの噴射剤などに用いら

れてきました。しかし、フルオロカーボンがオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となっている事があきらかに

なり、平成 13 年に「フロン回収・破壊法」（※１）が制定されました。法律の制定後、「冷媒 HFC の急増」、「冷

媒回収率の低迷」、「機器使用中の大規模漏えいの判明」等の問題が発生し、新たな対応が必要となりまし

た。そのため、これまでのフロン類の回収・破壊だけでなく、製造から廃棄までの対策が取られるよう、平成２

７年４月に名称を「フロン回収・破壊法」から改めた「フロン排出抑制法」（※２）が制定されました。 

フロン類が使用された第一種特定製品の業務用エアコン等を使用する場合、法律に基づいた点検が必要と

なります。 

※１ フロン回収・破壊法：特定製品に係るフ ロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律  

※２ フロン排出抑制法：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

 

（２） 点検が必要な第一種特定製品 

設置されているエアコン等で、「第一種特定製品」の表示（屋外機に貼っているラベルに記載されていま

す。）がされている機器は、「フロン排出抑制法」の対象製品で点検を行う必要があります。点検には、「簡易

点検」と「定期点検」の２種類有り、「定期点検」は定格出力が一定以上の機器が対象で、「簡易点検」は全

ての第一種特定製品が対象となります（下表参照）。 

 

詳細な情報については、環境省のポータルサイトをご確認下さい。 

「フロン排出抑制法」 https://www.env.go.jp/earth/furon/ 

４．冬場への備え、エアコン点検をしましょう 

 

日本冷凍空調設備工業連合会のサイトより 
URL https://www.jarac.or.jp/freon/04_pamphlet 

環境省のサイトより 
URL https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html#tebiki 

https://www.env.go.jp/earth/furon/
https://www.jarac.or.jp/freon/04_pamphlet
https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html#tebiki
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  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞「保全レター四国」事務局 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

○ 「保全レター四国」の配信中止・配信先変更のご希望等がありましたら、事務局までご連絡頂き 

ますようお願いします。 

   また、所掌の関係施設がございましたら適宜転送していただければ幸いです。 

 ○ 保全について、建物の不具合など困りごとやご質問等がございましたら遠慮なくお知らせください。 

 ○ 保全レターのバックナンバーは https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/facility/hozenletter_back.html に 

  掲載しております。 

 ○ この保全レターは不定期に配信しています。 

 国土交通省四国地方整備局営繕部保全指導・監督室 

〒760-8554 

  香川県高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎（北館）13 階 

  TEL  087-811-8338       FAX  087-811-8436 

  担当 中村・大平・久保 

  E-mail skr-hozenkan@mlit.go.jp 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/facility/hozenletter_back.html
mailto:skr-hozenkan@mlit.go.jp

